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令
和
８
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の
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保
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が
決
定
し
ま
し
た

　

令
和
８
年
度
の
介
護
保
険
料
が
決
定

し
ま
し
た
の
で
、
介
護
保
険
料
決
定
通

段階 対象者 年額保険料

第１段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

第14段階

第15段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

1万5,500円

2万4,900円

7万7,800円

9万3,400円

10万5,900円

11万8,300円

12万4,600円

13万800円

13万7,000円

14万3,200円

14万9,500円

4万2,600円

4万9,800円

6万2,300円

7万4,700円

非課税世帯

本人非課税

本人課税

●生活保護受給者および老齢福祉年金受給者
●課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万
6,500 円以下の方

課税年金収入額と合計所得金額の合計が 82万
6,500 円を超え、120万円以下の方

課税年金収入額と合計所得金額の合計 120万円を超
える方

課税年金収入額と合計所得金額の合計が 82 万
6,500 円以下の方

課税年金収入額と合計所得金額の合計が 82 万
6,500 円を超える方

合計所得金額が 120万円未満の方

合計所得金額が 120万円以上 210万円未満の方

合計所得金額が 210万円以上 320万円未満の方

合計所得金額が 320万円以上 420万円未満の方

合計所得金額が 420万円以上 620万円未満の方

合計所得金額が 620万円以上 820万円未満の方

合計所得金額が 820万円以上 1,000万円未満の方

合計所得金額が 1,000万円以上 1,500万円未満の方

合計所得金額が 1,500万円以上 2,000万円未満の方

合計所得金額が 2,000万円以上の方

知
書(

以
下
、
通
知
書)

を
す
べ
て
の

65
歳
以
上
の
方
へ
６
月
に
送
付
し
ま

す
。
介
護
保
険
料
は
、
ご
本
人
と
そ
の

世
帯
の
住
民
税
課
税
状
況
や
収
入
・
所

得
に
応
じ
て
15
段
階
に
区
分
さ
れ
ま

す
。

令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
よ
る
特

例
措
置
に
つ
い
て

　

令
和
7
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
給
与
所
得
控

除
の
最
低
保
障
額
が
55
万
円
か
ら
65
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
介
護
保
険
制
度
は
3
年

を
1
期
と
す
る
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き

基
準
と
な
る
保
険
料
を
決
定
し
て
い
ま
す
が
、

第
9
期
事
業
計
画
（
令
和
6
年
度
か
ら
8
年
度
）

決
定
時
に
想
定
さ
れ
て
い
な
い
税
制
改
正
に
よ

り
、
介
護
保
険
財
政
に
影
響
が
出
る
こ
と
を
避

け
る
た
め
介
護
保
険
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

こ
れ
に
よ
り
令
和
8
年
度
分
の
介
護
保
険
料
を

算
定
す
る
際
に
税
制
改
正
の
影
響
を
遮
断
す
る

措
置
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

対
象
者

令
和
8
年
1
月
1
日
お
よ
び
4
月
1
日
に
大

口
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
の
う
ち
、
令
和

7
年
中
（
令
和
7
年
1
月
か
ら
12
月
）
の
給

与
収
入
が
55
万
千
円
以
上
１
９
０
万
円
未
満

の
方
。

※
右
記
以
外
の
方
は
影
響
を
受
け
ま
せ
ん
。

措
置
の
内
容

対
象
者
の
介
護
保
険
料
を
算
定
す
る
際
に
、

給
与
所
得
控
除
額
を
最
低
保
障
額
引
き
上
げ

前
の
55
万
円
で
算
定
し
ま
す
。
ま
た
、
引
き

上
げ
前
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
町
民

税
の
課
税
状
況
と
介
護
保
険
料
に
お
け
る
課

税
状
況
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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特
例
減
免

　

令
和
7
年
度
町
民
税
非
課
税
の
方
の
う

ち
、
令
和
8
年
度
も
町
民
税
非
課
税
の
方

は
右
記
の
措
置
は
お
こ
な
わ
ず
、
介
護
保

険
料
を
算
定
す
る
特
例
減
免
を
適
用
し
、

保
険
料
算
定
を
お
こ
な
い
ま
す
。

▽�

町
民
税
の
情
報
を
基
に
自
動
適
用
す
る

た
め
原
則
と
し
て
個
別
申
請
は
不
要
で

す
。

▽�

特
例
減
免
対
象
者
の
介
護
保
険
料
納
付

通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
確
定
保
険

料
は
特
例
減
免
適
用
後
の
金
額
で
す
。

▽�

令
和
7
年
度
・
令
和
8
年
度
共
に
町
民

税
非
課
税
に
も
か
か
わ
ら
ず
介
護
保
険

料
の
課
税
状
況
が
本
人
課
税
と
な
っ
て

い
る
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
の
お
支
払
い
に
ご

協
力
く
だ
さ
い

　

介
護
保
険
制
度
は
、
み
な
さ
ん
の
保
険

料
と
公
費
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
介
護

は
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
問
題
で
す
。
し

か
し
、
介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る

と
、
将
来
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
制
限
が
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
将
来
介
護
が
必
要
に

な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
保

険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
、
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

▽�

1
年
以
上
滞
納
す
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
が
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
に
な

り
ま
す
。

▽�

1
年
６
か
月
以
上
滞
納
す
る
と
、
保
険

給
付
が
一
時
差
し
止
め
と
な
り
ま
す
。

▽�

さ
ら
に
滞
納
が
続
く
と
、
保
険
給
付
か

ら
滞
納
保
険
料
額
が
差
し
引
か
れ
ま
す
。

▽�

滞
納
が
2
年
以
上
続
く
と
、
介
護
保
険

料
を
遡
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

通
知
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い

　

６
月
に
送
付
す
る
通
知
書
は
、
翌
年
度

の
仮
徴
収
額
（
４
月
・
６
月
に
年
金
か
ら

徴
収
す
る
額
）
を
確
認
す
る
た
め
に
、
翌

年
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

合
せ
先

　

長
寿
ふ
く
し
課　

☎ 
94
ー

０
０
５
１

令和７年度

住民基本台帳の一部の
写しの閲覧状況を公表します
国または地方公共団体の機関の請求による閲覧　　　　　閲覧期間　令和７年４月１日から令和８年３月 31日まで

問合せ先　戸籍保険課　☎95－1115
　　

閲覧の請求をした国または
地方公共団体の機関の名称 利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

自衛隊愛知地方協力本部長 陸上自衛隊高等工科学校の
生徒に関する募集事務 令和７年５月 28日 町内に住所を有し、平成 22年４月２日から平成

23年４月１日までの間に生まれた日本人男性

国土交通省中部地方整備局
木曽川上流河川事務所長

河川環境整備事業に関する
アンケート調査 令和７年６月13日 余野三・六丁目、上小口一・三丁目、垣田地内に

住所を有している 18歳以上の男女

こども家庭庁成育局
安全対策課長 令和７年９月30日 上小口一丁目から三丁目に住所を有している 0歳

から 17歳の男女

こども家庭庁成育局
母子保健課長 乳幼児栄養調査

青少年のインターネット
利用環境実態調査

令和７年７月31日 下小口一丁目に住所を有している 0歳以上 6歳未
満の男女


